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医療法施行規則の一部改正等により、令和４年４月１日から、医療法人の事業報告書、財産目

録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者との取引の状況に関する報告書等（以下、「事業報告

書等」）について、医療機関等情報支援システム（以下、「Ｇ－ＭＩＳ」）による届出が可能と

なっています。今後、Ｇ－ＭＩＳを利用した事業報告書等の届出を検討される医療法人がさらに

増えていくことが予想されます。 

今回はその中でも、医療法において会計監査を受けることが求められる医療法人がＧ－ＭＩＳ

を利用して事業報告書等の届出を行う場合に、注意すべきポイントについて解説します。 

 

御堂筋監査法人ニュースレター                                    Apr 2023 

事業報告書等の G-MIS 様式による届出の注意点 

公認会計士 川中 敏史 
大手監査法人を経て 2022 年から御堂筋監査法人にて勤務。主に医療法人の内部統制指導、監査業務に従事。 
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１． 事業報告書等の届出制度 

 制度概要 

医療法人は、事業報告書等を作成し、毎会計年度終了後三月以内に、監事の監査報告書と

ともに都道府県知事に届け出ることが必要です。 

公認会計士又は監査法人（以下「公認会計士等」）の会計監査を受ける場合は、公認会計

士等の監査報告書も届け出ることが必要となります。 

 届出方法の選択 

従来は、書面による提出のみが認められていましたが、令和４年３月 31 日の「医療法施

行規則の一部を改正する省令」の公布に伴い、令和４年４月１日より電磁的方法による届

出が新たに定められ、電磁的方法と書面による届出のいずれかを選択することが可能とな

っています。 

① 書面の提出 

従来から変更はありません。 

厚生労働省から公表されている「医療法人における事業報告書等の様式について」に

従うことになります。 

② 電磁的方法の利用 

令和４年３月 31 日付の『「医療法人における事業報告書等の様式について」の一部

改正について』において、電磁的方法による届出様式については、公認会計士等の監

査報告書を除き、医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）からダウンロードした

様式により取り扱う旨が公表されています。 
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２． 会計監査の対象となる場合の事業報告書等の届出制度 

医療法人が医療法第 51条第２項の『厚生労働省令で定める基準』（※）に該当する場合に

は、財産目録、貸借対照表、損益計算書について公認会計士等の会計監査を受けたうえで、事

業報告書等及び監事の監査報告書に加え、公認会計士等の監査報告書を都道府県知事に届け出

ることが必要です。 

 

※厚生労働省令で定める基準 

① 社会医療法人以外の医療法人 

最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が 50億円以上又は

最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が 70億円以上

である医療法人 

 

② 社会医療法人 

最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が 20億円以上又は

最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が 10億円以上

である社会医療法人 

 

③ 社会医療法人債発行法人である社会医療法人 

 

また、貸借対照表及び損益計算書については医療法人会計基準に準拠して作成することが求

められます。（下表赤枠参照） 

 

 

  

「医療法人における事業報告書等の様式について」（厚生労働省）に定められている作成様式一覧

病院又は介護老人保健施設を

開設する医療法人
診療所のみ開設する医療法人

事業報告書

財産目録

医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産

目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成

方法に関する運用指針

様式第三号（※2）

貸借対照表
医療法人会計基準

様式第一号
様式3―1 様式3―2

損益計算書
医療法人会計基準

様式第二号
様式4―1 様式4―2

関係事業者との取引の状況に関

する報告書

監事監査報告書

※1 社会医療法人債を発行する社会医療法人については割愛しています。

※2 現行の運用指針上は「医療法人における事業報告書等の様式について」の様式2と違いはありません。

作成書類

様式5

様式6

様式1

左記以外（※1）の医療法人

医療法第51条第２項に該当する医療法人

様式2
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３． Ｇ－ＭＩＳの届出様式と医療法人会計基準の作成様式の違い 

Ｇ－ＭＩＳ様式による届出を行うことで医療法第 52条第 1項の届出義務は充足されます。 

しかし、Ｇ－ＭＩＳ様式は届出を行うための統一フォーマットであることから、貸借対照表

及び損益計算書をＧ－ＭＩＳ様式に沿って作成したとしても、医療法第 51条第 2項で要求され

る医療法人会計基準に準拠した作成義務が充足されるとは限りません。 

 医療法人会計基準の様式（作成様式） 

同会計基準において、『貸借対照表は、会計年度の末日における全ての資産、負債及び純

資産の状況を明瞭に表示しなければならない。』、『損益計算書は、当該会計年度に属す

る全ての収益及び費用の内容を明瞭に表示しなければならない。』と定められており、指

定様式に対して、適当と認められる場合には科目削除、追加等のアレンジが必要 

 

 Ｇ－ＭＩＳ様式（届出様式） 

経営情報のデータベース化という目的の下、比較可能性を確保するために各法人特有の勘

定科目は想定されておらず、指定様式に対して、科目削除、追加等のアレンジ不可 

 

４． 実務上の留意点 

① 医療法人会計基準に準拠した貸借対照表及び損益計算書の届出要否 

Ｇ－ＭＩＳ様式にて事業報告書等の届出を行うことで、医療法上の届出義務は充足される

ため、医療法人会計基準に準拠した貸借対照表及び損益計算書の届出は任意（※）となり

ます。 

なお、公認会計士等の監査報告書の様式はＧ－ＭＩＳ様式の対象外となるため、別途 PDF

をＧ－ＭＩＳ内に添付して届出を行う必要があります。 

 

※届出を行う場合、公認会計士等の監査報告書と同様に別途 PDFを添付することが考えら

れます。 

 

② 理事会及び社員総会の承認対象 

事業報告書等は理事会及び社員総会による承認が必要となりますが、この承認はあくまで

公認会計士等の監査を受けた事業報告書等（※）が対象となります。 

 

※公認会計士等の監査対象は財産目録、（医療法人会計基準に準拠した）貸借対照表及び

損益計算書になります。 

 

③ 表示科目の違い 

例えば、賞与引当金や退職給付引当金、リース資産（債務）等の勘定科目の残高が大き

く、医療法人会計基準に準拠してこれらを別掲した貸借対照表を作成した場合は、Ｇ－Ｍ

ＩＳへ入力を行う際にこれらの勘定科目を「その他引当金」や「その他の有形（無形）固

定資産」、「その他の流動（固定）負債」として入力することになります。 

なお、千円単位表示のＧ－ＭＩＳ様式において様式上の勘定科目に残高が無い（ゼロ円）

の場合は「0」ではなく、「空欄」とします。 
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５． まとめ 

本解説のポイントを以下のとおりおさらいします。 

➢ 貸借対照表及び損益計算書に係るＧ－ＭＩＳ様式と医療法人会計基準の様式の違い 

Ｇ－ＭＩＳ様式はあくまでデータベース化のための統一された届出様式であるのに対し、

医療法人会計基準の様式は会計基準に準拠して作成するための参考雛形という位置づけで

す。 

このように各様式の目的は異なる点にご注意ください。 

 

➢ 作成事務負担の重複 

Ｇ－ＭＩＳ様式により貸借対照表及び損益計算書を作成したとしても、医療法人会計基準

に準拠しているとは限らないため、会計監査の対象となる貸借対照表及び損益計算書の作

成が別途必要となるおそれがあります。 

 

➢ 経営情報のデータベース化の必要性 

現在、「医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会」等において、経営

情報のデータベース化に関する議論が進められています。このことから、いずれは全ての

医療法人が電磁的方法による届出が義務付けられる可能性があると考えられます。 

 

以上から、現時点では一部業務の非効率や既存慣行との不整合の可能性はあるものの、デー

タベース化が優先事項であることは明白ですので、今後は、利用促進のためにもＧ－ＭＩＳを

含め、関連法令やそれに基づく諸様式の見直しが進むと思われます。 

 

以上 


